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区　分

※平成２９年中の所得金額－基礎控除（３３万円）

※被保険者１人につき

※１世帯につき

※１世帯につき

所得割

均等割

平等割

最高額

国保税

医療分 後期高齢者
支 援 金 分

介　　護
納付金分

６．３％

２２，５００円

１５，０００円

５４万円

２．０％

７，２００円

６，０００円

１９万円

２．０％

７，０００円

６，０００円

１６万円
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非自発的失業とは、

働く能力も意思もあるのに、

雇用機会がないために

発生する失業のことです。

 ジェネリック医薬品とは、新薬の特許

が切れた後に販売される医薬品で、新薬

と同等の有効成分、効能・効果を持って

います。かかりつけ医や薬剤師と相談の

上、ジェネリック医薬品を選択できます。

　ジェネリック医薬品を選択することに

より、自己負担額が軽減される

方については、ジェネリック

医薬品普及促進差額通知書

を送付します。

　なお、差額通知書の送

付を希望しない方は、ご

連絡をお願いします。

　平成３０年度の国民健康保険税（以下、国保税）が決定

しました。国保税は皆さんの医療費に充てられる大切な

財源です。忘れずに納めましょう。

◆後期高齢者支援金分を全被保険者に、介護納付金分は、

　４０歳以上６５歳未満の方に、国保税として負担してい

　ただいています。

◆所得割および最高額は前年度と変更ありません。資産

　割は廃止、医療分および後期高齢者支援金分の均等割

　を変更しています。

◆所得により、均等割・平等割額の７割、５割、２割を

　軽減する制度があります。

◆病気や災害等で国保税の納付が困難な場合は申請によ

　り減免されることがあります。

平成３０年度

国民健康保険税が決定しました

非自発的失業者の方へ

国保税が軽減できます

ご存じですか？
ジェネリック医薬品

国
保
税
の
納
税
通
知
書
を
７
月
中
旬
に
発
送

し
ま
す
。
同
封
の
お
知
ら
せ
文
書
に
、
国
保

に
つ
い
て
の
詳
し
い
内
容
を
記
載
し
て
い
ま

す
の
で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

市
民
保
険
課
保
険
班　

☎
53
・
３
１
１
５

国
保
税
の
納
税
通
知
書
は

７
月
中
旬
に
発
送
し
ま
す

香美市市民大学香美市市民大学
■受講料
　１，０００円（全４回分）※中学生以下無料。
　１講座でも４講座でも１，０００円。
　受講券は、中央公民館・生涯学習振興課・各支所で
　８月２日（木）から販売します。※全席指定

■無料送迎バス・託児のご案内
　土佐山田～物部間でバスによる送迎と託児室があります。
　利用する方は各開催日の１週間前までにお申し込みください。

■問い合わせ先
　中央公民館　☎５３－２２１４

  　        なかの　のぶこ

    中野信子さん

『運』を科学する　～運がいい人の行動パターン～

脳科学者・医学博士・認知科学者

※天候の関係で、やむをえず日程を変更、中止する場合があります。

脳や心理学をテーマに研究
や執筆の活動を精力的に行
っており、科学の視点から
人間社会で起こりうる現象
及び人物を読み解く語り口
に定評がある。テレビ番組
でも活躍中。

９/８ １３：３０～１５：００土

中央公民館　大ホール

８/２６ １３：３０～１５：００

中央公民館　大ホール

                 まつもと　　

 ゴルゴ松本さん

お笑い芸人

お笑いコンビ『ＴＩＭ』。
笑いを交えて送るのは、
「命」「言葉」「人生」
「日本人」がテーマの熱い
授業。テレビや雑誌などで
取り上げられ、大きな反響
を呼んでいる。

９/２２ １３：３０～１５：００

保健福祉センター香北　大ホール

命の授業

９/１５ １３：３０～１５：００土

奥物部ふれあいプラザ　大ホール

北

日曜市

市役所

中央公民館開催時の駐車場

商工会 至　

香
北
・
物
部

至　

野
市

至　

南
国
市

国道１９５号線

※近隣商店・路上への駐車

は絶対にしないでください。

Ｐ

Ｐ 中央公民館
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気象から環境について考える

気象予報士

  　あまたつ　　たけし

 　天達武史さん

フジテレビ系列『情報プレ
ゼンターとくダネ！』の気
象キャスターとして人気の
気象予報士。気象を通して
考えるという気象予報士な
らではの切り口から、環境
問題を考える講演会。

正しい姿勢と歩き方と健康呼吸法
～生涯自立して歩けるからだづくり～

ウォーキング・健康体操指導講師

  

 みのわあい。さん

20代の時にデューク更家
氏に弟子入りし、心身の健
康について学び、ウォーキ
ング理論を習得。現在は、
ウォーキングやストレッチ
などの運動、姿勢教室や講
習会を開くなど活躍中。

土

　次に該当する非自発的失業者の国保

税は、失業した次の日からその翌年度

末までの期間、前年所得の給与所得を

３０／１００として算定します（基準を

満たせば７・５・２割軽減を適用）。

高額療養費等の所得区分の判定につい

ても、給与所得(前年)を３０／１００と

して対応します。

①雇用保険の特定受給資格者（倒産・

　解雇等の事業主の都合により失業し

　た方）

②雇用保険の特定理由離職者（雇用期

　間満了などにより失業した方)

※手続きに必要なもの

　雇用保険受給資格者証・納税義務者

（世帯主）の認印


